
【18歳未満の方がお売りいただく場合】
・必ず保護者の方が『保護者同意書』（本書類）をご記入、ご捺印（シャチハタ不可）してください。
・18歳未満の方がお売りになるには『保護者同意書』（本書類）と
　『本人確認書類』（学生証・運転免許証・健康保険証・パスポート等の氏名、住所、年齢が確認できるもの）が必要です。
・保護者の方への電話連絡をさせて頂きます。（連絡がつかない時は、買取できません）
・18歳未満の方からのアダルト商品の買取は出来ません。

【中学生以下の方がお売りいただく場合】
・保護者の同伴でなければ、買取できません。
・保護者の方は本人確認書類（免許証、保険証等）をお持ちください。


